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第２号様式（第６条関係） 

 

有料老人ホーム重要事項説明書 

 

                           作成日  平成２８年７月１日 

 

１ 事業主体概要 

事業主体名 株式会社日本アメニティライフ協会 

代表者名 代表取締役 江頭 瑞穗 

所在地 横浜市青葉区みたけ台5番地10  

電話番号 045-978-5051 

ホームページアドレス http://www.jala.co.jp 

資本金(基本財産) 資本金 5,000万 

主な出資者(出捐者)とそ

の金額又は比率※１ 

１江頭 瑞穗 75％ ２川北 五三男 10％ ３江頭 小路 5％ 

４江頭 大 5％   ５今泉 幸 5％   

設立年月日 平成8年4月3日 

直近の事業収支決算額※２ (収益)6,110,201千円(費用)6,475,205千円(損益)△365,003千円 

主要取引金融機関 
横浜銀行青葉台支店 三菱東京UFJ銀行横浜支店 

商工中金横浜西口支店 りそな銀行横浜支店 

会計監査人との契約    無  ・  有   (  －  ） 

他の主な事業 
介護保険指定事業（認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活

介護・小規模多機能型居宅介護・通所介護・訪問看護） 

※１ 出資(出捐)額の多い順に上位３者の氏名又は名称並びに各出資(出捐)額又は比率を

記入。 

※２ 原則として、収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費及び一般管理費＋営

業外費用、損益は経常利益とする。 

 

２ 施設概要 

施設名 花珠の家ほどがや 

施設の類型

及び表示事

項 

類型 
1  介護付（一般型・外部サービス利用型） 

2  住宅型  3  健康型 

居住の権利形態 1  利用権方式   2 建物賃貸借方式 

3  終身建物賃貸借方式 

入居時の要件 
1  自立  2  要介護  3  要支援・要介護 

4  自立・要支援・要介護 

介護保険 1  指定介護保険特定施設 

(番号 1470601988、指定年月日 平成26年1月1日) 

  介護専用型・混合型・混合型（外部サービス利用型）・地域密着型

・介護予防・介護予防（外部サービス利用型） 

2  介護保険在宅サービス利用可 

居室区分 1  全室個室（夫婦等居室含む） 2  相部屋あり 

介護に関わる職員体制 
介護保険の特定施設入居者生活介護の職員配置基準(3:1

以上) 

提携ホームの利用等 
1  提携ホーム利用可( 「 － 」       ) 

2  提携ホーム移行型( 「 － 」       ) 

開設年月日 平成26年1月1日 



 

施設の管理者氏名 亀井 吾朗 

所在地 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西谷町1258-1 

電話番号 045-372-3287 

交通の便※３ 相鉄腺西谷駅より徒歩12分（915ｍ） 

ホームページアドレス  http://www.hanadama-kaigo.com 

敷地概要※４ 

権利形態 所有 ・ 借地 

(借地の場合の契約形態) 通常借地契約・定期借地契約 

(借地の場合の契約期間) 平成  年 月 日 ～ 平成  年  月  日 

(通常借地契約における自動更新条項の有無)  無・有 

敷地面積  943.40㎡ 

建物概要 

権利形態 所有 ・ 借家 

(借家の場合の契約形態) 通常借家契約・定期借家契約 

(借家の場合の契約期間)  平成27年11月1日～平成52年10月31日 

(通常借家契約における自動更新条項の有無)  無・有 

建物の構造  鉄骨造  地下 階 地上４階建 

(耐火・準耐火・その他) 

延床面積  1869.82㎡（うち有料老人ホーム 1750.23㎡） 

建築年月日 平成27年9月30日建築 

改築年月日    年 月  日改築 

建築確認の用途指定 有料老人ホーム・その他(       ) 

居室、一時介護室の概要 

居室総数 61室  定員 61人(一時介護室を除く) 

(内訳) 

 

 居室定員 室 数 面  積 

 

居室 

個  室   61室 13.00㎡ ～13.00㎡ 

 うち２人定員   室   ㎡～  ㎡ 

２人部屋（相部屋）   室   ㎡～  ㎡ 

人部屋（相部屋）   室   ㎡～  ㎡ 

一時介護

室 

個  室   室   ㎡～  ㎡ 

２人部屋（相部屋）   室   ㎡～  ㎡ 

 人部屋（相部屋）   室   ㎡～  ㎡ 

 

共用施設・設備の概要（設

置箇所、面積、設備の整備

状況等） 

共同生活室(ﾕﾆｯﾄｹｱの場合) 設置階 [ － ] 

食堂 

設置階  

1階 1箇所(141.68㎡) 2階 1箇所(55.78㎡) 

3階 1箇所(52.31㎡) 4階 1箇所(39.30㎡) 

ホール 設置階 2・3階 各1箇所 （34.76㎡） 

浴室(特別浴槽) 設置階 1階 1箇所（10.56㎡） 

浴室(一般浴槽) 設置階 2・3・4階 各1箇所 （5.60㎡） 

脱衣室 
設置階 1階 1箇所（5.76㎡） 

    2・3・4階 各1箇所（7.80㎡） 



 

便所 

設置箇所  

1階3箇所(内多目的トイレ1箇所) 

（1.60㎡・2.86㎡・5.04㎡） 

2階6箇所(内多目的トイレ2箇所) 

（1.90㎡・1.80㎡・2.21㎡・2.21㎡・ 

 5.04㎡・4.00㎡） 

3階6箇所(内多目的トイレ2箇所) 

（1.90㎡・1.80㎡・2.21㎡・2.21㎡・ 

 5.04㎡・4.00㎡） 

4階5箇所(内多目的トイレ2箇所) 

（2.30㎡・2.21㎡・2.21㎡・4.00㎡・ 

 4.00㎡） 

洗面設備 

設置箇所  

1階3箇所（エントランスホール・食堂兼機

能訓練室・脱衣室に設置） 

2階3箇所（食堂・ホール・脱衣室に設置)         

3階3箇所（食堂・ホール・脱衣室に設置） 

4階2箇所（食堂・脱衣室に設置） 

医務室(健康管理室) 設置階 1階 1箇所（15.68㎡） 

談話室 設置階 2・3階 各1箇所（34.76㎡） 

応接室/面談室 設置階 2階 1箇所（13.00㎡） 

事務室 設置階 1階 1箇所（21.10㎡） 

宿直室 設置階 「  － 」 

洗濯室 
設置階 1・2・3・4階 各1箇所  

（脱衣室内に設置） 

汚物処理室 設置階 2・3・4階 各1箇所 

看護・介護職員室 
設置階 2・3階 各1箇所（6.76㎡） 

     4階  1箇所（7.28㎡） 

機能訓練室 
設置階 1階 (141.68㎡)  

他の共用施設との兼用 無・有（食堂） 

健康・生きがい施設 設置階  ―――  (     ㎡) 

外来者宿泊室 設置階   ―――   (     ㎡) 

エレベーター ※５   1基(うちｽﾄﾚｯﾁｬｰ搬入可 1 基) 

スプリンクラー 設置箇所   共用施設及び各居室 

居室のある区域の廊下幅 両手すり設置後の有効幅員 （ 1.8ｍ以上） 

緊急通報装置等緊急連絡

・安否確認 

緊急通報装置等の種類及び設置箇所 

各居室内及び共用施設に緊急通報装置 

安否確認の方法・頻度等 

概ね2時間に1回巡回、他適宜の居室見守り 

同一敷地内の併設施設又

は事業所等の概要※６ 
         [ － ]  

有料老人ホーム事業の提

携ホーム及び提携内容 
         [ － ] 

※３ 最寄りの交通機関からの距離を徒歩で示す場合は、１分を 80ｍ以下の距離で換算する

こと。 

※４ 借地契約を締結していない場合は、敷地面積のみ記入する。 



 

※５ ここでいうストレッチャーは標準仕様のものとする。 

※６ 同一建物内の施設は全て、営業主体と面積とともに記入する。併設施設又は事業所等

が、介護保険法により居宅サービス事業者として指定されている場合（指定居宅介護支

援を含む）は、その種類と番号を記載すること。 

 

３ 利用料※７ 

（１）利用料の支払い方式 

支払い方式 ※８ 一時金方式    月払い方式    選択方式 

 

（２）一時金方式 

費用の支払方法 ※９  

入居保証金（敷金）  無 ・ 有（                ）   

入居一時金  

(介護費用の一時金除く) 

1  法第29条第7項に規定される前払金         

2  上記以外の一時金        円 

                             

 

 

想定居住期間又は償却期間  

算定の基礎（内訳）  

解約時の返還金（算定方

法等） 
 

返還の対象とならない

額の有無 
無 ・ 有 （     円） 

初期償却の開始日  

介護費用の一時金 

 
「 ― 」    円 ～    円 

 

算定の基礎（内訳）  「 ― 」 

解約時の返還金（算定方

法等） 
 「 ― 」 

返還の対象とならない

額の有無 
無 ・ 有（    円） 

初期償却の開始日 「 ― 」 

月額利用料        円 

 

年齢に応じた金額設定  無・ 有  

要介護状態に応じた金

額設定 
無・ 有  

 料金プラン ※10 

月額利用料 

内  訳 

管理費 
介護 

費用 
食費 

光熱 

水費 

家賃 

相当額 
その他 

       

       

       

 算定根拠 ※11 

管理費   

介護費用  

食費  

光熱水費  

家賃相当額  



 

その他  

月額利用料に含まれない

実費負担等 ※12 
 

介護保険に係る利用料 

※13 

(適用を受ける場合は１割

が自己負担) 

特定施設入居者生活介護       （１か月30日の例） 

    月  額   自己負担額  

要介護１         円          円 

要介護２           円          円 

要介護３           円          円 

要介護４           円          円 

要介護５           円          円 

     個別機能訓練加算（無・有）、夜間看護体制加算（無・有） 

     医療機関連携加算（無・有）、看取り介護加算（無・有） 

     介護職員処遇改善加算（無・有） 

 

介護予防特定施設入居者生活介護   （１か月30日の例） 

    月  額   自己負担額  

要介護１       円       円 

要介護２       円       円 

個別機能訓練加算（有・無）、医療機関連携加算（有・無） 

     介護職員処遇改善加算（無・有） 

（３）月払い方式 

費用の支払方法 ※９ 月額利用料、個人に関わる費用は、毎月の請求による月払い 

敷金（入居保証金） 無・有 （210,000円 家賃相当額の2.1か月分・3.1か月分） 

月額利用料 185,000円・141,600円 

 

 

年齢に応じた金額設定 無・有 

要介護状態に応じた 

金額設定 
無・有 

料金プラン ※10 

月額利用料 

内  訳 

管理費 
介護 

費用 
食費 

家賃 

相当額 
光熱水費 その他 

185,000円 50,000円  36,000円 99,000円 
管理費 

に含む 
 

141,600円

保護費受給

者用 

38,000円  36,000円 67,600円 
管理費 

に含む 
 

 算定根拠 ※11 

管理費 
専用居室及び共用設備の維持管理、運営管理に係る事業

経費等を勘案して算出 

介護費用 「－」 

食費 

1ヶ月を30日で計算（朝食300円、昼食400円、夕食400円

、おやつ100円） 

＊1週間前までに欠食の申出を受けた場合、欠食分は返

金します。 

家賃相当額 近傍家賃相場を勘案して算出 

その他 「－」 

  



 

月額利用料に含まれない

実費負担等 ※12 

介護保険の自己負担金額は各利用者の負担割合に応じた額、 

介護用品、医療費、通院介助費、その他個人に係る費用 

介護保険に係る利用料 

※13 

(適用を受ける場合は２割

が自己負担) 

特定施設入居者生活介護         （1か月30日の例） 

            月  額      自己負担額 

                    1割負担   2割負担 

   要介護1      171,412円   17,142円   34,283円 

   要介護2      191,995円   19,200円   38,399円 

   要介護3      214,185円   21,419円   42,837円 

   要介護4      234,768円   23,477円   46,954円 

   要介護5      256,636円   25,664円   51,328円 

   個別機能訓練加算（無・有）、夜間看護体制加算（無・有） 

   医療機関連携加算（無・有）、看取り介護加算（無・有） 

   介護職員処遇改善加算（無・有） 

 

介護予防特定施設入居者生活介護     （1か月30日の例） 

            月  額      自己負担額 

                   1割負担    2割負担    

   要支援1     57,566円   5,757円     11,514円 

   要支援2      99,052円   9,906円     19,811円 

   個別機能訓練加算（無・有）、医療機関連携加算（無・有） 

   介護職員処遇改善加算（無・有） 

 

 

（４）共通事項 

改定ルール（勘案する要素

及び改定手続等） 

横浜市に係る消費者物価指数及び人件費等を勘案の上、運営懇談会の

意見を聴き、同意を得た上で改定します。 

一時金の返還金の保全措置 
無  ・ 有 

保全措置の内容(              ) 

無の場合の理由(家賃相当額6ヶ月に満たない為) 

サービスの提供に伴う事

故等が発生した場合の損

害賠償保険等への加入 

 

無 ・ 有  有の場合の保険名 

(損害賠償保険 三井住友海上火災保険株式会社）           

消費税の対象外とする利

用料等 
敷金（入居保証金）月額利用料 

短期利用の設定（短期利用

特定施設入居者生活介護

の届出がある） 

 

○無  ・ 有 

 

※７ 総額表示のこと。 

※８ 一時金方式と月払い方式の併用の場合は選択方式とする。 

※９ 入居一時金や月額利用料の請求時期や支払い方法等を記入する。 

※10 複数の料金プランがあるときはそれぞれのプランの金額を示す。多様なプランがある

ときは別紙による明記でも可能だが、その場合でも、最低額、最高額、標準的な額のプ

ランは枠内に記載すること。 

※11 介護費用は介護保険に係る利用料を除く。 

食費が１日単位の場合は、１か月 30日の場合の費用を記入するとともに、その旨記入

する。 

光熱水費は当該費用に含まない部分（居室等）の負担がある場合は、その旨記入する。 



 

※12 見込まれる総ての項目名を列記すること。 

※13 個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療機関連携加算及び介護職員処遇改善加算

を含めて記入する。 

 

４ サービスの内容 

月額利用料（介護費用、

光熱水費、家賃相当額を

除く）に含まれるサービ

スの内容・頻度等 

管理費 施設設備の維持管理等 

食費 １日３食（含むおやつ）の提供 

その他  「 － 」 

(介護予防)特定施設入

居者生活介護による保

険給付及び介護費用に

よりホームが提供する

介護サービスの内容・頻

度等 

別添 介護サービス等の一覧表及び管理規程による 

月額利用料に含まれな

い実費負担の必要なサ

ービスとその利用料 

別添 介護サービス等の一覧表及び管理規程による 

一部又は全部の業務を

委託する場合は委託先

及び委託内容※14 

「 － 」 

苦情解決の体制（相談窓

口､責任者､連絡先、第三

者機関の連絡先等）※15 

施設及び本社 
 ・施設 担当者 亀井 吾朗  ℡045-372-3287 

・本社 特定施設事業部    ℡045-979-0871 
 

施設及び本社での解決が難しい場合は、次の第三者機関や行政に
相談することができます。 
 
 ・神奈川県国民健康保険団体連合会  

介護保険課 介護苦情相談係 
     ℡045-329-3447 
 
 ・横浜市健康福祉局 介護事業指導課 
   ℡045-671-2356 
 
  ・横浜市保土ヶ谷区 高齢・障害支援課 

   ℡045-334-6394 

事故発生時の対応（医療

機関等との連携、家族等

への連絡方法・説明等） 

事故対応マニュアルに基づいて、応急措置、協力医療機関への搬

送若しくは１１９番通報による他の医療機関への搬送を行うと

ともに、施設長から家族等への連絡を行います。また、事故につ

いての検証、今後の防止策を講じます。 

事故発生の防止のため

の指針 

 無 ・ 有 

損害賠償（対応方針及び

損害保険契約の概要等） 

１ 事業者は、本契約に基づくサービスの提供にあたり、万一事故等

が発生し入居者の生命・身体・財産に損害が生じた場合、直ちに

必要な措置を講じるとともに、不可抗力による場合を除き、速や

かに入居者に対し、損害の賠償を行います。ただし、入居者側に

故意又は重大な過失がある場合には賠償額を減じることがありま

す。 

２ 事業者は、前項の事故の状況及び処置等について記録を作成し、

保存します。 



 

３ 事業者は、入居者に対するサービスの提供にあたり、不可抗力の

場合（天災等）又は事業者に故意、過失がない場合（入居者の故

意による自損行為、入居者ご自身の移動による転倒、ご自身のみ

での食事等による誤飲食、物の破損等の事故、他の入居者による

他害行為等）、入居者の損害を賠償する義務を負いません。 

４ 入居者の故意又は過失により、事業者の本事業所又は備品に対

し、通常の保守・管理の程度を超える補修等が必要となった場合

又は他の入居者の生命・身体・財産に損害が生じた場合、その損

害は入居者等の負担とします。 

(社)全国有料老人ホー

ム協会及び同協会の入

居者基金制度への加入

状況 

 協 会 へ の 加 入   無 ・ 有 

 入居者基金への加入  無 ・ 有 

※14 施設の警備業務など入居者の処遇と直接関わらない業務は除く。 

※15 施設の体制と併せて、神奈川県国民健康保険団体連合会や(社)全国有料老人ホーム協

会など、入居者が利用可能な第三者機関及び行政の担当部署の名称及び連絡先を記入。 

 

５ 介護を行う場所等 

要介護時(認知症を含む)に

介護を行う場所 
花珠の家ほどがやの施設内で実施します 

入 

を居 

住後

みに 

替居

え室 

る又 

場は 

合施 

設 

 

居室から一時介護室

へ移る場合(判断基

準･手続、追加費用の

要否、居室利用権の

取扱い等) 

         [ － ] 

従前の居室から別の

居室へ住み替える場

合（同上） 

通常では介護居室は変更しませんが、入居者本人及び身元引受

人の希望若しくは必要となる介護の状態により変更となる場合

があります。居室変更については契約の変更となりますので、

追加費用が発生する場合があります。 

提携ホームへ住み替

える場合 

（同上） 

        [ － ] 

 

６ 医療 

協力医療機関（又は嘱託医）

の概要及び協力内容 

名称 医療法人ﾘﾌｧｲﾝﾈｯﾄ 横浜北ｸﾘﾆｯｸ 

診療科目 内科、循環器内科、整形外科 

所在地 
横浜市都筑区茅ケ崎中央8-38 

ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ ｾﾝﾀｰ南 B-102号 

距離及び所要時間 距離  8.1km 所要時間  車で20分 

協力内容 
救急医療、治療の受入、他医療機関への入院

・紹介、職員に対する医療相談、健康相談等 

協力医療機関（又は嘱託医）

の概要及び協力内容 
名称 

地域医療機能推進機構 横浜保土ヶ谷中央

病院  



 

診療科目 

循環器科、消化器科、呼吸器科、腎臓・血管

透析科・膠原病リウマチ科、糖尿病内科、神

経内科、外科、整形外科、精神科、小児科、

泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、婦人

科、リハビリテーション科、麻酔科、歯科口

腔外科、脳神経外科、放射線科、形成外科 

所在地 横浜市保土ヶ谷区釜台町43番地1 

距離及び所要時間 距離  3.5km 所要時間  車で10分 

協力内容 
救急医療、治療の受入、他医療機関への入院

・紹介、職員に対する医療相談、健康相談等 

協力医療機関（又は嘱託医）

の概要及び協力内容 

名称 医療法人誠心会 神奈川病院 

診療科目 精神科 

所在地 横浜市旭区川井本町122-1 

距離及び所要時間 距離 6.9Km 所要時間 車で18分 

協力内容 
救急医療、治療の受入、他医療機関への入院

・紹介、職員に対する医療相談、健康相談等 

協力医療機関（又は嘱託医）

の概要及び協力内容 

名称 
医療法人社団 高輪会 新横浜デンタルク

リニック 

診療科目 歯科 

所在地 横浜市港北区小机町2461 

距離及び所要時間 距離 7.0Km 所要時間 車で17分 

協力内容 訪問による歯科診療 

協力医療機関（又は嘱託医）

の概要及び協力内容 

名称 医療法人社団 浅野医院 

診療科目 内科、循環器科、小児科、放射線科 

所在地 横浜市保土ヶ谷区西谷町866 

距離及び所要時間 距離 0.8Km 所要時間 車で3分 

協力内容 
救急医療、治療の受入、他医療機関への入院

・紹介、職員に対する医療相談、健康相談等 

協力医療機関（又は嘱託医）

の概要及び協力内容 

名称 医療法人社団恵生会 上白根病院 

診療科目 

内科、リウマチ科、外科、整形外科、形成外

科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、肛門科

、麻酔科、放射線科、リハビリテーション科 

所在地 横浜市旭区上白根2-65-1 

距離及び所要時間 距離  4.8km 所要時間  車で14分 

協力内容 
救急医療、治療の受入、他医療機関への入院

・紹介、職員に対する医療相談、健康相談等 

入居者が医療を要する場合

の対応（入居者の意思確認、

医師の判断、医療機関の選定

、費用負担、長期に入院する

場合の対応等） 

通院－協力医療機関への通院同行は、介護保険料に含みま
す。 
入院－ 
・医師の判断を基本とし、入居者及びご家族の話し合いに

より、協力医療機関又は希望する病院に入院となります。 
長期入院の場合は、ご家族との話し合いにて今後の対応を決
めるものとします。 

・入院期間中は、月額利用料のうち管理費及び家賃相当額
をお支払いください。 

・協力医療機関への入退院の移送・同行に係る費用は、月
額利用料に含みます。 

・入院に係る費用は入居者の負担となります。  
・入院中も居室利用権は存続し、施設の都合で居室を使用

することはありません。 



 

７ 入居状況等                       (平成２８年７月１日現在) 

入居者数及び定員    60人（定員 61 人） 

入居者内訳 

性 別  男 性 25人、女 性 35人 

介護の 

要否別 

 自 立   0人 

 要介護  52人 

  (内訳)経過的要介護    0人 

要介護１     10人 

     要介護２      13人 

     要介護３      17人 

     要介護４      10人 

     要介護５      2人 

 要支援  8人 

  (内訳)要支援１       3人 

     要支援２       5人 

 未認定  0人 

平均年齢       84.1歳（男性 77.2歳、女性 89.0歳） 

運営懇談会の開催状況 

(開催回数、設置者の役職

員を除く参加者数、主な議

題等) 

・年2回開催（施設側と入居者双方が必要と認めた場合は、臨時運営

懇談会を開催） 

平成28年1月30日開催 参加者数16名 

議題 運営状況報告 健康診断について 他 

注) 介護の要否別及び平均年齢については、入居者数が少ない等の状況により、個人が特定

される場合には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。 

 

８ 職員体制                       (平成２８年７月１日現在) 

   職 員 数 

常勤換算後の 夜 間 勤 務 職 員 数       

( 時～翌 時) 

（最少人数） 

備  考 

（資格・委託等） 人数 うち自立対応 

従

業

者

の

内

訳 

管理者 1(    ) 1   介護福祉士 

生活相談員 1(    ) 1    

直接処遇職員 30( 27 ) 20.4    

 
介護職員 26( 24 ) 17.6    

看護職員 4(  3 ) 2.8    

機能訓練指導員 
※1(  1 ) 

  
   看護師が兼務 

 

理学療法士 (    )     

作業療法士 (    )     

その他 (    )     

計画作成担当者  1(   )    介護支援専門員 

医師 (    )     

栄養士 (    )     

調理員  8(  8 )     

事務職員    1(  0 )     

その他職員 3(  3 )     

  合   計 46( 39 )     

注１) 職員数欄の(  )内は、非常勤職員数で内数。 

２) 直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立



 

者に対して一時的な介護その他日常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、ま

た、常勤換算後の人数において、自立者対応の人数を内数で記入。 

３）機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数

に※印をつけるとともに、兼務している職名を備考欄に記入。 

４) 備考欄には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指導員兼務、計

画作成担当者の介護支援専門員資格等を記入。 

 

○要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制 

(特定施設入居者生活介護事業者（介護予防特定施設入居者生活介護を含む）の指定を受け

た施設のみ記入。利用者数の「前年度の平均値」及び職員数の「常勤換算方法」等につい

ては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11年３月 31日

厚生省令第 37 号)等の規定によること) 

 前々年度の平均値  前年度の平均値 今年度の平均値※18 

要支援１の人数 4 1 3 

要支援２及び要介護者の人数 57 58 56 

指定基準上の直接処遇職員の

人数※16 
18.7 18.3    18.6 

配置している直接処遇職員の

人数※17 
20.5 21.5    18.8 

要支援者・要介護者の合計数人

に対する配置直接処遇職員の

人数の割合 

2.7：1 2.5：1 3：1 

常勤換算方法の考え方 常勤職員の週勤務時間 40時間で除して算出 

従業者の勤務体制の概要 

介護職員 早番    7：00 ～ 16：00 

日勤    9：00 ～ 18：00 

     遅番   11：00 ～ 20：00  

夜勤   17：30 ～  9：30 

看護職員 早番   ：   ～   ： 

     日勤    9：00 ～ 18：00 

     遅番   ：   ～   ： 

     夜勤   ：   ～   ： 

※16 常勤換算後の人数。 

※17 常勤換算後の人数。自立者対応の人数を除く。 

※18 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とすること。 

  

○介護職員の保健福祉に係る資格取得状況  

社会福祉士      人（   人 ） ホームヘルパー１級     1人（    人） 

介護福祉士 5人（    人 ） ホームヘルパー２級     18人（     人） 

介護支援専門員      1人（    人 ） ホームヘルパー３級      人（    人） 

介護職員基礎研修修了 人（   人 ） 無資格者      1人（    人） 

注) 資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記

入する。他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する。 

 

 

 

 

 



 

９ 入居・退居等  

入居者の条件（年齢、心身

の状況(自立・要支援・要

介護)等） 

おおむね６５歳以上の要支援・要介護の方 

身元引き受け人等の条件

及び義務等 

身元引受人等は、本契約に基づく入居者の事業者に対する債務

について入居者と連帯して履行の責を負います。また、必要なと

きには入居者の身柄を引き取ります。 

生活保護受給者の受入れ対応   否 ・ 可 

施設又は入居者が入居契

約を解除する場合の事由

及び手続等※19 

（事業者からの契約解除） 

 事業者は、入居者が次の各号にいずれかに該当し、かつそのこ

とが入居契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通

念上著しく困難と認められる場合には、入居契約を解除するこ

とができます。 

一 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により

入居したとき 

二 月払いの利用料の支払いを正当な理由なく、一定期間以上

連続して遅滞するとき 

三 入居契約書第１９条の規定に違反したとき 

四 入居者の行動が、他の入居者又は職員等の生命に危害を及

ぼし、又はその危害の切迫した恐れがあり、かつ通常の対

応方法及び接遇方法等ではこれを防止することができな

いとき 

２ 前項の規定に基づく契約の解除の場合、事業者は書面にて次

の各号に掲げる手続きを行うものとします。  

一 契約解除の通告について９０日の予告期間をおきます。 

二 前号の通告に先立ち、入居者及び身元引受人等に弁明の機

会を設けます。 

三 解除通告の予告期間中に、入居者の移転先の有無について

確認し、移転先がない場合には入居者や身元引受人等、そ

の他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協

力します。 

３ 第１項第４号の規定に基づき契約を解除する場合には、事業

者は事前に医師の意見を聞くとともに一定の観察期間をおく

ものとします。 

 

（入居者からの契約解約） 

入居者は、事業者に対して、少なくとも３０日前に解約の申し

入れを行った場合は、入居契約を解約することができます。解

約の申し入れは事業者の定める解約届を事業者に届け出るもの

とします。 

２ 入居者が前項の解約届を提出しないで居室を退去した場合に

は、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算し

て３０日目をもって、入居契約は解約されたものとみなします。 

 

前年度１年間の施設から

の契約解除件数 
0件 



 

体験入居の期間及び費用

負担等 
体験入居有 １泊5,000円（税抜）  最長１週間程度 

※19 入居契約の条項に沿って、解除の事由及び手続、予告期間、入居一時金の返還時期等

を正確に記入。 

 

10 情報開示 

 
  
入居希
望者等
への情
報開示
 ※20 
 

重要事項説明書の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

入居契約書の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

管理規程の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

財務諸表の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

事業収支計画の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

※20 市指針上、重要事項説明書、入居契約書及び管理規程は写し交付、その他は少なく
とも閲覧であることに留意すること。 

 

 

 

添付書類： 1「介護サービス等の一覧表」 

           2「短期利用のサービス等の概要」（設定がある場合のみ） 

 

 

 契約の締結に当たり、利用料の詳細な支払い方法を含め、本重要事項説明書により説明を行

い、交付をしました。 

 

 

平成  年  月  日    説明者署名          印  

 

契約の締結に当たり、利用料の詳細な支払い方法を含め、本重要事項説明書により説明を受

け、同意し、交付を受けました。 

           平成  年  月  日    署名             印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

介護サービス等の一覧表 

 （要支援１～２） （要介護１～５） 

介護を行う場所 
 

居室等 

 介護保険（※）給付、
一時金及び月額利用料
に含むサービス 

その都度徴収するサ
ービス 

介護保険（※）給付、
一時金及び月額利用
料に含むサービス 

その都度徴収するサ
ービス 

介護サービス 
○巡回 
 ・昼間  ～ 
 ・夜間  ～ 
○食事介助 
○排泄 
 ・排泄介助 
 ・おむつ交換 
 ・おむつ代 
○入浴等 
 ・清拭 
 ・一般浴介助 
 ・特浴介助 
○身辺介助 
 ・体位交換 
 ・居室からの移動 
 ・衣類の着脱 
 ・身だしなみ介助 
○機能訓練 
○通院の介助 
○緊急時対応 
 ・ナースコール 

 

 

 2時間毎 

 2時間毎 

必要な時に随時  

 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

  

 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

 

 

協力医療機関への通院介助 

必要な時に随時 

24時間対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実費負担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力医療機関以外への 

通院介助 1回5,000円 

 

 

 

 

 

 2時間毎 

 2時間毎 

必要な時に随時  

 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

  

 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

 

 

協力医療機関への通院介助 

必要な時に随時 

24時間対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実費負担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力医療機関以外への 

通院介助 1回5,000円 

 

 

 

生活サービス 
○家事 
 ・清掃 
 ・洗濯 
○居室配膳・下膳 
○理美容 
○代行 
 ・買物 
 ・役所手続 

 

 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

 

 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

 

 

 

 

 

実費負担 

 

実費負担 

 

 

 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

 

 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

 

 

 

 

 

実費負担 

 

実費負担 

 

健康管理サービス 
 ・健康診断 
 ・健康相談 
 ・生活指導 
 ・医師の往診 

 

年2回の機会提供 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

 

 

 

 

実費負担 

 

年2回の機会提供 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

必要な時に随時 

 

 

 

 

実費負担 

入退院時、入院中の
サービス 
 ・医療費 
 ・移送サービス 

 

 

 

協力医療機関への通院介助 

 

 

実費負担 

協力医療機関以外への 

通院介助 1回5,000円 

 

 

 

協力医療機関への通院介助 

 

 

実費負担 

協力医療機関以外への 

通院介助 1回5,000円 

その他サービス     

注1) 要支援及び要介護状態区分に応じて介護サービス等の一覧表を作成。要支援１～２・要
介護１～５と区分した場合は、7 区分となるが、一覧表をわかりやすくする観点から、
一覧表上サービス内容が同じ表現である場合等は、適宜、複数の区分をまとめることと
して差し支えない。 

 注 2) 上記のサービスの項目については、少なくとも記載すべき事項を掲げており、ホーム
のサービス提供の状況等に応じ、適宜、項目の順序の変更、項目の追加等を行って差し
支えない。 

 注 3) 記入に当たっては、各サービスごとに回数及び費用負担等を明示すること。 
 注 4) 「その他サービス」欄は、上記以外のサービスを必要に応じて記入すること。 
 



 

 
 


